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評価項目

平成３１年度　　学校自己評価表　　　（計画段階・実施段階）

学校運営計画（４月）

学校運営方針 校訓「聡明・自立・敬愛」を拠り所に、社会的自立の基盤となる、学力、体力、豊かな心を培うとともに、社会の変化に対応し、社会を支え、その発展に寄与する力を育成する。

昨年度の成果と課題 平成３１年度重点目標 具体的目標

全職員で様々な情報を共有することができ、スムーズ
な学校運営、および、生徒へのきめ細かな指導ができ
た。生徒の出席率は約８５％であり、おおむね良好で
ある。進路指導の取組を強化することにより、卒業生
の進路希望達成は100％であった。今後も地域社会で
活躍する人材育成をめざし、授業改善を重ねたい。

積極的にチャレンジする喜びを持ち、自らの将来を切り拓く人材の育成。

家庭・訪問などを行い、家庭環境や生育歴などからの情報を指導に生かす。

自信と将来の目標に繋がる学力をつける。

教科の神髄を伝えることのできる授業を展開する。そのためにAL型授業の実行などの工夫によっ
て、生徒に学校が貴重な学習の場であることを認識させる。

・段階的な指導で基礎学力を定着させる。ＡＬ型授業で、コミュニケーション力を向上させる。
・生徒会活動、進路指導を通じ、「自信」と「志」を育成するキャリア教育を推進する。

生徒理解に努め、情報を共有し、「鍛えて、ほめて、伸ばす」指導により、生
徒の可能性を拡大する指導体制の確立。

・情報交換会、親の会、中学校訪問等による情報共有で「チーム朝高定時」としての指導体制を強化す
る。職員研修会により、職員の教育相談力や生徒指導力を向上させる。

保護者や地域と連携し、生徒の就学と就業を支援する環境整備を行う。
・学校案内パンフレット、ＨＰや朝倉通信で、校内外へ生徒の活躍を発信する。
・ハローワークとの連携を深め、職場開拓により、就労を支援する。

具体的目標 具体的方策 評価（３月） 次年度の主な課題

新入生基礎学力観察週間を年度始めに設置し、個々の学力を把握・共有し、生徒の実態に応じた指
導に努める。

学期ごとの補講を実施し、基礎学力の確保及び進級・卒業を目指す態度を育てる。
検定などの授業以外の学習に取り組むよう意識づける工夫を行う。

全員の進級・卒業を目指す。

年間平均出席率が９０％以上となるように取組みを行う。

「楽しく学びがいのある授業」を作ることによって、さまざまな人間関係を形成する。

出席に問題のある生徒への対処が担任だけの負担にならないように、情報交換会を活用し、互いに
助け合う。

教科指導

生徒理解の深化を図りつつ、生徒の成長を待
つ。

毎週の生徒情報交換会により生徒の状況の共通認識を図る。

HR活動や総合的な学習の時間を充実する。

ＨＲの計画予定調整を行い、充実した学校生活の一部となるようにする。

各教員の「総合的な学習の時間」及び「総合的な探求の時間」の持ち時間を利用して、生徒も教師
も楽しめる授業を作り上げる。

中学校等への広報活動を充実しつつ、入学検査
を運営する。

志望しそうな生徒がいる中学校や関係機関を手分けして訪問する。

学校見学を随時実施することによって、受検生の意識付け・進学の意志の確定を進める。

入学検査を着実に運営する。

家庭訪問、電話連絡等により保護者との連携を図る。（無断欠席が２日続いたら担任より保護者に
電話連絡をおこなう。）

落ち着いた学習の場としての秩序ある学校つく
りに努める。

授業は最大の生徒指導の場と位置づけ、授業規律の徹底（携帯電話による迷惑行為をなくす等）を
図る。
不測の事態に対しての危機管理の徹底と生徒への安全指導の充実を図る。

生徒指導

集団の一員としての自覚を育てるための生徒会
活動を活性化する。

生徒会役員会を定例化する。
行事の中で、生徒会への適切な役割分担と職員による評価や声掛けを実施する。
アンケート調査などにより、生徒の意見を取り入れた生徒会行事を工夫する。

生徒の状況把握に努め、積極的に生徒との関係
つくりに努める。

日ごろから生徒へ積極的な挨拶、声かけを行う。

生徒の状況変化を早めにつかんだ生徒指導に取
り組む。

生徒情報交換会の一層の充実をはかり、職員の共通理解のもとで生徒指導を行う。
いじめアンケート・いじめ防止対策委員会を定期的に実施する。

交通法規をはじめとした遵法精神の育成と社会
でのマナーを身につけさせる

交通安全教室・防災意識の向上を図る教育を計画・実施する。

日頃から生徒の置かれた環境や状況をしっかりと把握し、生徒の心を掴んだ指導・助言を心がけ
る。
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評価項目 次年度の主な課題

進路指導

「働きながら学ぶ」生徒を育成し、社会人とし
ての自立を支援する。

ハローワーク、若者サポートステーションと連携しながら就業を支援する。

定期的に就業状況を把握し、就業促進に役立てる。

職場訪問で就業状況を把握するとともに、就学と就業の両立ができるよう、雇用主との理解を深め
る。

進路に関するHRを充実させ、生徒が自己の進路
に希望が持てるようにする。

進路に関するHRを実施するための情報収集、教材作成を積極的に行い、各担任がHRで実践できるよ
う連携をはかる。

進路講演会を実施し、自己の生き方や働く意義について考える機会を与える。
進路について考える材料および、目標実現に向けた各種情報を発信する。

健康・安全指導

健康診断や日常の健康観察で、生徒一人ひとりの健康状態の把握に努め、適切な管理・指導を行
う。

進路指導部と連携し、企業体験訪問を実施する。

生徒が心身ともに健康で安全な生活を自ら主体
的に実践できるように支援する。

食育を推進する

評価（３月）

卒業生を対象に社会人として必要な食マナーを身につけるため、ディナー講習を実施する。

心の健康を保持増進し、よりよい人間関係を築
くことができる生徒を育成する。

情報交換会で職員間の共通理解を図りながら、自立を支援する。

４年生の進路希望実現への挑戦に対し、最大限
の支援をする。

就職・進学に関するガイダンスを実施し、就職活動や受験の流れ、必要な手続き等を把握させ、円
滑に進路活動が進むよう支援する。

就職・進学のための作文・小論文及び面接指導を、学校全体で組織的に行う。

ハローワークと連携し、高卒求人票、一般求人票を提供し、就職希望者を支援する。

生徒一人一人の適性や能力に応じた指導・助言
を行う。

定期的に進路希望調査を実施し、生徒一人一人の進路希望を全職員が把握することで、進路実現に
向けた組織的な指導に役立てる。

個人面談や三者面談を実施し、生徒一人一人の適性や能力および進路希望に応じた適切な指導・助
言を行う。

生徒一人一人の希望や能力に応じた資格・検定試験や大学入試模擬試験へのチャレンジを促す。

人権教育
人権・同和教育特設授業の充実を図る。

各学年のテーマに沿った内容を実施する。

校外での研究会等で学んだことを、定例の情報交換会を通じて共有する。
教育センター等の研修については、職員に十分周知し、参加を促進する。

家庭や地域社会との連携を深める。
親の会や保護者会を利用し、保護者と連携して、生徒を見守り育てる。
一学期早期に、入学生徒の出身中学校を訪問し、担当職員と情報交換を行なう。
一学期早期に、転編入生徒の前籍高校を訪問し、情報交換を行なう。

本校の教育目標や現状についての広報に努め
る。

「未来を切り拓く人材育成事業」を通して，地
域文化理解と進路意識の涵養を図る。

陶芸教室を継続し、発展させる。

研修

職員研修を推進する。

「授業公開週間」では，ＩＣＴを活用した授業やＡＬ型授業により、思考力・判断力・表現力を育
成することを念頭に置き、授業に臨む。

中学校訪問、中高連絡会などを活用し、広報を行う。
市町村広報誌に生徒募集の掲載を依頼する。
学校パンフレット、朝倉通信で、学校内外への生徒の活躍を発信する。
ホームページを利用し本校定時制の教育活動を伝える。

保健会筑後支部定時制部会では他校との情報交換および有益な交流に努め、保健指導の充実につな
げる。

生徒指導部と連携し、薬物乱用防止講演会、性教育講座など、生徒の実態に応じた講演会や特設授
業を実施する。

食育指導を通して給食への関心を高めさせ、給食の喫食率の向上を図る。

情報交換会で生徒の心身の健康面についての情報を提供し、全職員で共通理解を図る。

生徒を引きつけ、考えさせる教材を用いて、内容の充実に努める。
研修会への参加を促す。 年度当初、各研修会の紹介をおこない、年間一人一回は研修会に参加する。

新たな学びプロジェクトを研究実践する。
福岡教育大学と連携して研究を進める。
生徒に適する取組となるように工夫する。

薬物乱用防止教育・性教育等の健康教育の充実
を図る

特別支援教育も推進を図る。
引継ぎシートを提出した生徒に関して、周到で適切な対応を行い、当該生徒の学校生活の充実度の
向上に努める。

関連機関が実施する思春期講座等の研修に関する情報を提供し、職員一人ひとりの教育相談能力の
向上に資するよう努める。

生徒保健委員会活動を通して、保健委員一人ひ
とりが自覚と責任を持ち、生徒の主体的な活動
となるように支援する。
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